
ぐんま版消費者教育教材（高校生向け）授業のモデルパターン

No 教材 項目 概要
説明時間
（目安）

１

教材「本編」

（３）契約とは

「契約」等について説明 15分２ （４）未成年者契約の取り消し

３ （５）クーリング・オフ

４ （７）相談事例② インターネット通販
事例説明 15分

５ （８）相談事例③ 定期購入

６
別冊「ロールプレイ
シナリオ集」

（２）事例ロープレ：定期購入マルチ商法
ロープレ
※「（８）相談事例③ 定期購入」の途中
で、代表の生徒が読む）

10分

７

教材「本編」

（12）被害にあわないためのポイント 「消費者トラブル防止のポイント」と
「困った時は、すぐ、消費生活セン
ターへ！」を説明

10分８ （13）消費者と消費生活センター

９ （14）消費生活センターに相談してみよう

群馬県内の高校生から消費生活センターへの相談 No１ は定期購入です。
教材を使用した「インターネット通販・定期購入」の授業モデルパターンを
作成しましたのでぜひ、ご活用ください！

【講義のモデルパターン】

各教材は、群馬県HPから内容をご確認いただけます。
公民科、家庭科の学習指導案についても、群馬県HPに掲載しております。
https://www.pref.gunma.jp/page/8449.html

お問合せ：群馬県生活こども部消費生活課
TEL ：027-226-2281
MAIL ：shouhisoudan@pref.gunma.lg.jp



群馬県 生活こども部 消費生活課

ぐんま版消費者教育教材

３ 契約とは

令和６年３月改訂

1



消費者力クイズ①
契約って何？

次のうち契約は
どれでしょう？

契約って何？

2



①友達と約束をする

③飲み物を買う

②バスに乗る

④映画を見る

明日映画
見に行こうよいいよ

3



①友達と約束をする

③飲み物を買う

②バスに乗る

④映画を見る

明日映画
見に行こうよいいよ

4



契約の成立

申込みと承諾 意思表示の合致

契約＝法的な責任をともなう約束

【買い手】【売り手】

消費者庁イラスト集より
5



これください

①

１００円になります

②

１００円をわたす

③

飲み物をわたす

④

消費者力クイズ②契約はいつ成立するの？
次のうちどの時点で契約が成立するでしょう？

消費者庁イラスト集より
6



正解は②です

•申し込みと承諾の意思表示が合
致した時点で契約が成立するの
で、正解は②です

意
思
が
合
致

①

客が申込み→

②

←店員が承諾

これください １００円になります

消費者庁イラスト集より
7



お互いの意思が合致すると・・

契約書がなくても

口頭でも契約は成立します

8



契約が成立すると・・

お互いに契約内容を守る義務

一方的にやめることはできない

9



契約書

契約書をやぶり捨てても、
契約はなくなりません

10



消費者力クイズ③

スポーツ用品店でスニーカーを買った。

家に帰って、よく考えたら違う商品

がよかった。翌日、商品とレシート

を持ってお店に行けば返品してもらえる？

11



• 違う商品がよいという自分の勝手な理由
だけでは、売買契約をやめて、返品するこ
とはできません。

• お店によっては、返品を受け付けていると
ころもありますが、サービスのひとつであり
お店が必ずやらなければならないことでは
ありません。

正解は

申込みと承諾

契約の成立×

12



契約が成立すると・・

お互いに契約内容を守る義務

一方的にやめることはできない

契約する前にしっかりと

考えることが大切！

だ
か
ら

13



契約をやめられる
場合もあります

どんなとき？

取り消し

解約

14



①当事者双方が契約をやめることに
合意したとき

②相手が約束を守らないとき
（契約違反があった）

③だまされたり、脅されたりして契約したとき

15

④商品が最初からこわれていたとき
[契約不適合責任]

15



⑥不利になることを言われなかったとき
〔不利益事実の不告知〕

⑦必ず値上がりすると言われたとき
〔断定的判断の提供〕

⑧使いきれないほどたくさんのものを
契約させられたとき〔過量契約〕

16

⑤告げられた誤った情報を信じて契約
してしまったとき〔不実の告知〕

確実に値上が
りしますよ
（本当は確実
かどうかわから
ないけど…）

良い眺めでしょ
う （そのうち前
に高層マンショ
ン建っちゃうけ
ど）



⑩帰りたいのに、帰らせてくれず勧誘
されたとき〔退去妨害〕

⑫契約するかどうか家族に相談しようとし
たら、「ダメ!!」と言われて、連絡出来な
かった〔威迫する言動を交え相談の連絡
を妨害〕

17

⑪案内されて帰りにくい場所に連れて行か
れ、勧誘された〔退去困難な場所へ同行〕

⑨お願いしても帰ってくれなかったとき
〔不退去〕

契約したくない
帰りたい！

買わない
から、
帰って！

帰りたいけど、連れて来られたから、
事務所からの帰り方が分からない…

もう大人なんだから自分
だけで決めないとダメ!!

親に電話
で相談
します



⑭好きと思わせて勧誘されたとき・デート
商法〔好意の感情の不当な利用〕

18

⑬若者が不安をあおられたとき・就職セミ
ナー商法等〔不安をあおる告知〕

僕がデザイン
したジュエリー
買って！
買ってくれないと
もう会えないよ

このままだと
就職できないよ！
講座受けて！

⑮高齢者等が不安をあおられたとき
〔判断力低下の不当な利用〕

この健康食品
を買わないと、
もっと持病が
悪くなるよ

⑯霊的なことで怖がらせて勧誘されたとき・霊
感商法〔霊感等による知見を用いた告知〕

この水晶を
買えば、
悪霊が去り、
家族の病状
が良くなる



⑰契約前に商品を加工し、元に戻せなくし
て買わなければならないと思わせた〔契約
締結前に債務の内容を実施〕

⑲未成年者が保護者や親権者の同意なく
契約したとき

19

物干し竿はお客様の希望の長さに合わ
せて切ったので、買ってください

⑱消費者が払う必要のない、契約前の営業
費用を払えと言われた〔契約締結前に債務
の内容を実施〕

投資用マンション
の契約を断るな
ら、ここまで来た、
交通費を払ってく
ださい。
払わないなら契
約して!!

⑳訪問販売・電話勧誘販売・エステや学習
塾・マルチ商法等でクーリング・オフ期間内
に契約をやめると書面で伝えたとき



20

「クーリング・オフ」とは

訪問販売・電話勧誘販売・継続的なサービス（エス
テ・学習塾など）・連鎖販売取引（マルチ商法）など
で契約したとき

契約書面を受け取ってから、一定期間内に契約
解除通知を書面で送ることで、無条件で契約を解
除できる制度。

※クーリング・オフできる販売方法は限定されている。
→店舗購入、インターネット通販は、対象外！



【解説】
３ 契約とは

①6～7頁 「消費者力クイズ② 契約の成立」

「お金を払う」「飲み物を受け取る」時点で契約が成立すると考える方が多くいます。契約
が成立すると、消費者には「お金を払う義務」「商品を受け取る権利」が発生します。

②8～10頁 「契約の成立」

実際の相談では、契約をなかったことにしようと、消費者が商品を受取拒否したり、契約
書を破り捨てたりする事例もありますが、これではトラブルは解決はしません。
契約が成立すると簡単にはやめられないという意識を持ち、契約をする前に情報を収集
してしっかり考えることがトラブルの未然防止に繋がります。

③11～12頁 「消費者力クイズ③ 店舗購入の返品」

自身の経験から、レシートがあれば返品できると考える方が多いですが、店舗購入では
売主は返品に応じる義務はありません。

④14～19頁 「契約をやめられる場合」

契約には法的拘束力があり、いったん成立すると一方的に止めることができません。しか
し、状況によっては「契約の取り消し」や「解約」ができる場合もあります。自己判断で諦め
ず、消費生活センターに相談することも大切です。
「契約を取り消す」と、契約は初めからなかったことになります。受け取った商品が手元に
残っていればそれを返し、使ってしまって残っていない場合には返す必要がありません。

21



⑤15頁 「①当事者双方が契約をやめることに合意したとき」

契約当事者間の合意により契約を解除。

⑥15頁 「②相手が契約を守らないとき（契約違反があった）」

債務不履行による契約解除。（民法541条、542条）イラストは、期日に履行されないと困る
契約の解除。（民法542条1項4号）

⑦15頁 「③だまされたり、脅されたりして契約したとき」

詐欺や脅迫による契約取消。（民法96条）

⑧15頁 「④商品が最初からこわれていた〔契約不適合責任〕」

商品が最初から壊れていた場合、修理や交換などを求めたにもかかわらず、売主が対
応しない場合、契約を解除することができる。（民法562条、564条）

⑪16頁 「⑤告げられた誤った情報を信じて契約してしまったとき〔不実の告知〕」

重要事項について事実と異なることを告げた。（消費者契約法4条1項1号）

⑫16頁 「⑥不利になることを言われなかったとき〔不利益事実の不告知〕」

消費者の利益になる旨を告げながら、重要事項について不利益となる事実を故意に告
げなかった、重大な過失によって告げなかった。(消費者契約法4条2項）

⑧16頁 「⑦必ず値上がりすると言われたとき〔断定的判断の提供〕」

将来における変動が不確実な事項について確実であると告げた。（消費者契約法4条1
項2号）

22



⑪16頁 「⑧使い切れないほどたくさんのものを契約させられたとき〔過量販売〕」

消費者にとって通常の分量を著しく超えることを知りながら、消費者を勧誘し、契約さ
せた。（過量契約）（消費者契約法4条4項）

⑫17頁 「⑨お願いしても帰ってくれなかったとき〔不退去〕」

退去するように告げたのに事業者が退去しなかった。（消費者契約法4条3項1号）

⑬17頁 「⑩帰りたいのに、帰らせてくれず勧誘されたとき〔退去妨害〕」

消費者の退去を事業者が妨害した。（消費者契約法4条3項2号）

⑭17頁 「⑪案内されて帰りにくい場所に連れて行かれ、勧誘された〔退去困難な場所
への同行〕」

消費者に勧誘することを告げずに、消費者が任意に退去することが困難な場所に同
行して勧誘された。（消費者契約法4条3項3号）

⑮17頁 「⑫契約するかどうか家族に相談しようとしたら、「ダメ!!」と言われて、連絡出
来なかったとき〔威迫する言動を交え相談の連絡を妨害〕 」

消費者が勧誘を受けている場所で、契約するかどうか電話やメールなどで家族などに
相談しようとしたら、相談してはダメと相談を妨害されて勧誘された。（消費者契約法4条
3項4号）

23



⑯18頁 「⑬若者が不安をあおられたとき・就職セミナー商法等〔不安をあおる告知〕」

社会生活上の経験の乏しい消費者の抱いている不安をあおって、契約が必要と告げ
た。（消費者契約法4条3項5号）

⑰18頁 「⑭好きと思わせて勧誘されたとき・デート商法〔好意の感情の不当な利用〕」

消費者が抱いている恋愛感情等につけ込んだ。（消費者契約法4条3項6号）

⑱18頁 「⑮高齢者等が不安をあおられたとき〔判断力低下の不当な利用〕」

高齢者の方や病気により判断力が低下している方の不安をあおる。（消費者契約法4
条3項7号）

⑰18頁 「⑯霊的なことで怖がらせて勧誘されたとき・霊感商法〔霊感等による知見を
用いた告知〕」

霊感等の特別な能力により、消費者または親族の生命等の現在生じ若しくは将来生
じうる重大な不利益を回避出来ないとの不安をあおり、または不安に乗じて、契約が必
要だと告げた。（消費者契約法4条3項8号）
霊感等の知見を用いた告知による（霊的なことで怖がらせたり、不幸につけ込んだ）勧
誘で契約や寄附をした場合、その取消は、追認（自分が被害にあったことに気づき、こ
の契約を取り消すことが出来ると知った）することができるときから3年、契約締結時から
10年に伸長されており、他の消費者契約法による取消権の行使期間の追認できるとき
から1年、契約締結時から5年より、霊感商法の被害者保護が図られています。

24



⑱19頁 「⑰契約前に商品を加工し、元に戻せなくして買わなければならないと思わせ
た〔契約締結前に債務の内容を実施〕」

契約をする前に、契約による義務の全部若しくは一部を実施し、または商品の現状を
変更して、元に戻せないようにして、勧誘された。（消費者契約法4条3項9号）

⑱19頁 「⑱消費者が払う必要のない、契約前の営業費用を払えと言われた〔契約締
結前に債務の内容を実施〕」

契約をする前に、契約締結を目指した事業活動を実施し、これにより生じた損失の補
償を請求する旨を告げた。（消費者契約法4条3項10号）

⑲19頁 「⑲未成年者が保護者や親権者の同意なく契約したとき」

社会経験の少ない若者を悪質商法などから保護するために、未成年者の契約は法定
代理人（保護者）の同意が必要で、法定代理人の同意を得ずにした契約は取り消すこと
ができる。（民法5条1項、2項）（本教材「４ 未成年者契約の取り消し」参照）

⑳19頁 「⑳訪問販売・継続的なサービス・連鎖販売取引等でクーリング・オフ期間内
に契約をやめると書面で伝えたとき」

訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引などで突然勧誘さ
れ、慎重に考える時間の無いまま契約してしまった場合、一定期間内に証拠の残る方
法で通知を送れば、無条件で申込の撤回や、契約の解除ができる。
（本教材「５ クーリング・オフ」参照）

25



群馬県 生活こども部 消費生活課

ぐんま版消費者教育教材

４ 未成年者契約の取り消し

令和６年３月改訂

1



消費者 事業者申込みと承諾

契約の成立

契約が成立すると・・

お互いに契約内容を守る義務

一方的にやめることはできない

だけど…
消費者庁イラスト集より

2



消費者が
未成年者

事業者
保護者の同意なし

未成年者が保護者の同意なく契約した場合、
本人もしくは保護者は契約を取り消すことができる

⇓

「未成年者契約の取り消し」

未成年者契約の取り消し

消費者庁イラスト集より
3

未成年者契約の取り消し



未成年者が
契約したら、
どんな場合でも
取り消しできるの？

4



①こづかい程度の契約

③保護者の署名欄に未成年者が
無断でサイン

②成人であると嘘をついた

④保護者の同意がある場合

100円で
買う！

未成年者契約の取り消しができるのはどれでしょう

21歳です

消費者庁イラスト集より

契約しても
良いよ！

5

親には
ナイショ
で…



①こづかい程度の契約

③保護者の署名欄に未成年者が
無断でサイン

②成人であると嘘をついた

④保護者の同意がある場合

100円で
買う！

未成年者契約の取り消しができるのはどれでしょう

親には
ナイショ
で…

21歳です

消費者庁イラスト集より

契約しても
良いよ！

6



未成年者契約の取り消しは

契約に慣れていない未成年者

の強い味方
だ
け
ど

取り消しが認められない場合も

あるので、安易に契約しては

いけません。
7



・１８歳になると高校生でも成年として扱われる

成年年齢 ２０歳→１８歳

つまり･･･

高校生でもひとりで契約を結ぶことができる。

例）高額な買い物、アパート、スマートフォン、自動車

借金も自分でできるようになる

令和４年４月 改正民法の施行

成年年齢の引き下げ

「未成年者契約の取り消し」ができなくなった

成人直後を悪質業者は狙っている！

消費者庁イラスト集より
8



悪質業者 １８歳の高校生

令和４年４月
成年年齢が引き下げられたので…

消費者庁イラスト集より
9



悪質業者 １８歳の高校生

令和４年４月
成年年齢が引き下げられたので…

２０歳で起きているトラブルが１８歳で起きる懸念

悪質業者から
狙われてしまう！

成人！

消費者庁イラスト集より
10



質問 ： あなたが
成人になるのは
いつでしょう？

11



令和４年４月１日から
成年年齢が20歳から１８歳に
引き下げられたので

１８歳の誕生日から
成人です

12



13

同じクラスの高校3年生でも… 17歳と18歳の契約の違い

17歳 未成年
法律で保護されている

1８歳 成人
契約はすべて自己責任

同意必要
●

同意ない
場合取消 同意不要



成人になる前に

契約の仕組みやトラブル事例を

知って、きちんと考えて

行動できるオトナになりましょう！
14



【解説】
４ 未成年者契約の取り消し

①10頁 「２０歳で起きているトラブルが１８歳で起きる懸念」

成人になると、高額な契約や借金関連の相談が急増します（2群馬県内の消費生活
相談の概要6頁の統計データ参照）。マルチ商法などの友人関係を利用した悪質な勧
誘が蔓延したり、アンケート等で生年月日を把握した悪質業者が成人になるのを待って
接触してくる場合もあります。
また、インターネット通販のトラブルなどは未成年者からの相談も多くありますが、成人
になると未成年者契約の取り消しが認められないのでトラブルの解決が難しくなるという
点に注意が必要です。
「高校生には収入がないので借金できないのでは」という疑問もあるかもしれません。
大学生に対して、アルバイト先を勤務先として記載させ年収を多く書かせて借入れを勧
める業者もあるため、高校生であっても同様のことが懸念されます。

②13頁 「同じクラスの高校３年生でも・・・」

令和４年４月１日から成年年齢が１８歳に引き下げられました。高校３年生では、１７歳
の未成年者と１８歳の成人が混在し、契約の場面で大きな差が生じます。契約には責任
が伴うため、契約する前によく考え、不安を感じたら一人で判断せずに、家族や学校の
先生、消費生活センターなどに相談した上で、判断してほしいものです。

15
③16頁 「契約以外に出来ること、出来ないこと」（参考資料）
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〔参考資料〕

契約以外で、１８歳（成年）で出来ること、出来ないこと。

１８歳になったら出来ること

女性の結婚年齢が

１６歳⇒１８歳

10年有効のパスポート
の取得

公認会計士や司法書士な
ど国家資格の取得

裁判員と検察審査会審査員
（令和５年～）

２０歳になるまで出来ないこと



群馬県 生活こども部 消費生活課

ぐんま版消費者教育教材

５ クーリング・オフ

令和７年３月改訂

1



「クーリング・オフ」とは？
契約した後でも、

契約書を受取ってから

一定期間内であれば、

無条件で契約を解除できる

クーリング・オフをすると 

契約ははじめから
なかったことになります

消費者庁イラスト集より
2



クーリング・オフをすると・・・

・代金の支払義務
・支払い済みの代金

・消耗品以外は
商品を使用して
いても・・・

・商品の返品費用

→なくなる
→返金される

→返品できる
→事業者の負担

3



クーリング・オフは

消費者が頭を冷やす期間

消費者の強い味方
だ
け
ど

全ての契約が

クーリング・オフの対象

になるわけではありません！

覚えておこう！!

4



クーリング・オフの対象になる契約

特定の取引の場合に一定期間内なら無条件解除

困ったときには消費生活センターへ相談しましょう!!

訪問販売（キャッチ・アポイントメントセールス） ８日間

電話勧誘販売 ８日間

連鎖販売取引（マルチ商法） ２０日間

特定継続的役務提供（エステ、語学、家庭教師、塾、パソコン教室、
結婚相手紹介サービス、一部の美容医療）

８日間

業務提供誘因販売（内職商法、モニター商法） ２０日間

訪問購入（押し買い） ８日間

5

※「不意打ち性のある契約」「仕組みが難しい契約」が対象です。

→店舗販売、インターネット通販は、対象外！



クーリング・オフ通知の書き方

郵便はがき

□□□－□□□□

販売店の住所

販売店名

代表者 様

契約解除通知
契約日 令和○○年○月○日
商品名 △△△
契約金額 ○○○円
販売店名 ×××

上記日付の契約は解除します。
支払済みの○○円を返金し、
商品を引き取ってください。

令和○○年 ○月○日
住所 ××市○○町
名前 ○○○ ××

切手

（葉書 裏面）（葉書 表面）

○ 

「
特
定
記
録
郵
便
」
か
「
簡
易
書
留
」

で
郵
便
局
か
ら
出
す

○ 

は
が
き
の
両
面
コ
ピ
ー
も
忘
れ
ず
に
！

○
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
通
知
は
決
め
ら
れ
た

期
間
内
に
発
信
（
発
信
主
義
）
す
る
こ
と
が
大
切

※特定記録付きはがきの送料は〔通常はがき料金８５円〕＋210円＝295円（令和6年10月～）
6
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法律が改正され、令和4年6月より

クーリング・オフ通知は書面だけではなく

電子メールやSNSなど
（電磁的記録）でも可能

書面と同様、発信した時に効力を生じる

メールなどに記載する内容は、
書面の場合と同じです
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事業者消費者

電子メール

ＳＮＳ

業者のHP

電磁的記録でのクーリング・オフ通知は
業者の指定した方法で発信しましょう！
スクショや保存で必ず記録も残す！！

クーリング・
オフします

クーリング・オフを
受け付けました



【解説】
５ クーリング・オフ

①2頁 「頭を冷やす」

クーリング・オフとは、契約後に「頭を冷やす期間」として消費者側に考える時間を与え
る制度で、電話勧誘販売や訪問販売のような「不意打ち性」のある契約や、マルチ商法
のような「内容が複雑」な契約が対象です。契約をやめたい理由は問いません。
「クーリング・オフ」という言葉を知っていても、対象となる契約や期間が決まっているこ
とを知らず、全ての契約が対象だと勘違いしている方も多くいます。店舗販売やイン
ターネット通販などはクーリング・オフの対象ではないので、注意が必要です。

②5頁 「クーリング・オフの対象外」

営業のための契約や、店舗販売（※１）やインターネット通販、化粧品や健康食品など
の消耗品を使用してしまった場合はクーリング・オフの対象外です。
リフォームや鍵開けの業者に自ら電話して訪問依頼した場合も対象外ですが、単に見
積もりをもらうために来訪依頼したのに契約に至った場合はクーリング・オフの対象外と
はなりません。また、ネット等の広告では格安料金のみを表示し、これを見て消費者が
電話して訪問依頼したが、実際の請求額がかなり高額だったとき、最初から実際の請求
額を提示されていれば、訪問依頼しなかった場合も対象外にはなりません。
※１店舗で購入した場合でも、キャッチセールスやアポイントメントセールスによる場合
は、クーリング・オフが可能です（訪問販売の一類型とされているため）

9



⑤7～8頁 「クーリング・オフ通知が電子メールやSNSなどでも可能」

令和3年度の特定商取引法の改正により令和4年6月1日より、クーリング・オフ通知が
書面だけではなく、電磁的記録（電子メール、業者がウェブサイトに設けたクーリング・オ
フ専用フォーム、ＳＮＳ、FAXなど）での通知が可能となりました。その際、業者が契約書
面などで電磁的方法によるクーリングオフの方法を特定している場合には、業者が認
識しやすいようにその方法で行うのがいいでしょう。クーリング・オフは電磁的記録を発
信したときに効力を生じます。

10

④6頁 「クーリング・オフ通知の書き方」

クーリング・オフ通知は発信主義です。期間内に発信すれば、期間内に相手方に到
着しなくても問題ありません。
そのため、特定記録郵便等を使って、ハガキの両面をコピーするなど、「クーリング・オ
フの通知を期間内に送った」という証拠を手元に残しておきましょう。

③5頁 「困ったときには消費生活センターへ相談」

クーリング・オフができなくても、状況によっては契約の取り消しや解約が可能な場合
もあります。そもそもの契約書面に不備がある場合など、クーリング・オフ期間の起算日
が始まっていないということもあります。諦めずに消費生活センターに相談することも大
切です。



⑤7～8頁 「クーリング・オフ通知が電子メールやSNSなどでも可能」のつづき

電子メールで消費者が「通知を送った」のに、事業者側は「届いていない」と主張する
トラブルが心配されます。
 クーリング・オフを電子メールで通知する場合には、業者が対象となる契約を特定す
るために必要な情報（契約年月日、契約内容（購入品名）、契約金額、担当者氏名、契
約者氏名・住所等）や、クーリング・オフの通知を発信する日付を記載し、送信したメー
ルを保存しましょう。送信エラーになっていないかも確認しましょう。
ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームに入力した場合には、画面のスクリーン
ショットを残すなど、消費者側も証拠を残しましょう。
相談実務では電子メールなどは発信日を記録したり証明する仕組みはないため、公
的に発信日と発信内容を証明できる郵便制度（特定記録郵便・書留郵便・内容証明郵
便など）でクーリング・オフを行使するよう助言しています。

11



群馬県 生活こども部 消費生活課

ぐんま版消費者教育教材

７ 相談事例 ②インターネット通販

令和７年３月改訂

1



インターネット通販のトラブル

2

SNSの広告を見て知ったサイトで、先に代金を振り込んだ
のに、商品が届かない、電話やメールをしても、相手と連絡
できない。



インターネット通販のトラブル

⚫代金を先払いしたが商品が届かず、連
絡も取れない。

⚫ブランドバッグを注文したら海外から偽
物が届いた。

⚫SNSの広告で知ったサイトで、写真を見
てブラウスを申し込んだ。届いた商品は
シワだらけ、縫い目がほつれていた、ボ
タンの穴が開いていなかった等、着られ
る状態ではないのに、返品に応じない。

3



消費者力クイズ

インターネット通販のトラブルを

防ぐには、注文する前に何を確認

すればいい？



画像引用元・出典：消費者庁ＨＰ「インターネット通販トラブル」 5



インターネット通販トラブルにあわないために

⚫代金の振込口座が個人名義の場合は、注意
が必要です。
⚫注文する前に、「特定商取引に関する表記」
や「会社概要」を確認し、住所・電話番号が
表示してあるか、実在の住所かを確認する。
⚫SNS上の広告や、検索サイトの検索結果が
上位だからといって安心しない。
⚫格安で販売されている場合、偽サイトの可能
性が高いので注意。そのサイトに不審な点が
ないかを確認しましょう。

6



7

②
特
定
商
取
引
法
に
基
づ
く
表
記
を
開
き
、

通
販
会
社
の
名
前
、
住
所
、
電
話
番
号
を
確

認
！

※

会
社
名
・
住
所
・
電
話
番
号
の
表
示
が
な
い
場
合
は
、

契
約
し
な
い
！
代
金
の
先
払
い
、
代
引
き
配
達
で
注
文

し
な
い
！

※

住
所
が
虚
偽
・
架
空
で
は
な
い
か
検
索
し
て
確
認
！

☆
「
会
社
名
＋
評
判
」
も
検
索
し
て
確
認
！

①
サ
イ
ト
の
一
番
下
ま
で
ス
ク
ロ
ー
ル
す
る

〔サイトの住所、電話番号の見つけ方〕
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質問：インターネット通販の場合、

いつ契約が成立するでしょう？

それってどういうこと？

お店でお買い物した場合と

同じじゃないの？



9

ネットショップは離れたところにあるので、

消費者から買いたいとの注文を受けて、

ネットショッが売りますとの承諾のメールを送り、

そのメールが消費者に届いた時に成立します。

ネットショップ 消費者

注文

承諾メールが到着＝契約成立

承諾メール



質問：数や金額を間違えて注文したらどうなる？

申込画面
商品A
商品単価 ￥10,000円
注文数 ○個
小計 ￥×××円

購入します

申込画面
商品B
商品単価 ￥○○○円
注文数 11個
小計 ￥○○○○円

申込はここクリック

1,000円と10,000円
を見間違えた

１個のつもりが１１個
注文していた

10



インターネット通販では
契約するときに「確認の画面」が必要です。

申込み画面
商品○○○
単価△△△円
数量□個
小計△△△円
<商品の返品について>……

レジに進む

最終確認画面

商品○○○
数量□個
小計△△△円
の購入を申し込むことになります。
●注文者
●お届け先
●支払方法
●解約方法

注文を確定する 変更

11



申込画面
商品A
商品単価 ￥10,000円
注文数 ○個
小計 ￥×××円

購入します

申込画面
商品B
商品単価 ￥○○○円
注文数 11個
小計 ￥○○○○円

次へ

確認画面
申込内容は以下になります
よろしいですか。
商品A
商品単価 ￥10,000円
注文数 １個
小計 ￥10,000円

確認 取消

確認画面
申込内容
商品B
商品単価 ￥○○○円
注文数 11個
小計 ￥○○○○円

申込む 戻る

確認画面で
申込内容に
間違いが
ないか確認！

間違いがあっ
たら、直す！

いったん
申込むと
取消しが難し
い。

12



質問：通信販売で買ったくつ。
届いてみたら、イメージと違う。
これって返品できるかな？

特別
セール

13



◇通信販売にはクーリング・オフ
制度がありません

返品は販売会社が決めた返品ルール
に従う必要があり、『返品不可』の表示が
ある場合、基本的には返品できません。

◇返品不可と表示があっても、注文と
違う商品や不良品が届いた場合、
交換や返品が可能です。

14



◇送料を消費者が負担して返品できると記載され
ている場合でも、条件が付いていることもあります。

⇒返品条件の例
「一度でも着たり・履いたりしたら返品できません」
「商品の値札やタグを切ったら返品できません」
「包装、箱など届いた状態のまま返送してください」

◇条件にあわない場合は返品できないため、注文
する前、開封する前、タグを切り取る前に返品条件
をよく読みましょう。

15



【解説】
７ 相談事例② インターネット通販

①2～3頁 「インターネット通販」の詐欺・模倣品サイトトラブル

詐欺的サイトの取り締まりは難しいため、そういったサイトを利用しないことが重要です。
詐欺的サイトで注文時に入力した個人情報やパスワードが悪用されることがあります。
〈事例〉
⚫ 自分の住所が別の詐欺的サイトの連絡先として悪用され新たな被害者から苦情がきた。
⚫ 注文時に使った、パスワードを他のサイトでも使っていたため、他のサイトで勝手に商品
を注文されて、請求だけが自分に届いた。

⚫ SNSアカウントが乗っ取られ、詐欺・模倣品サイトへ誘導する広告を勝手に発信された。
被害に遭っても救済方法を検討できる場合もあります。諦めずに消費生活センターに相
談してください。

②8頁 「インターネット通販の契約の成立時期」

インターネット通販の契約は、注文後、ショップからの注文確認メールが届いたときに成立
します。通信販売会社によっては、利用規約に『「商品の発送」の電子的通知がお客様に提
供されたときにお客様の契約申込みは承諾され、契約を成立する』や『購入履歴のステータ
スが「店舗確認済」に変わった時点で契約成立する』など、別の契約成立時期を設定してい
る会社もあるので、注文する前に規約を確認する必要があります。

16



②11頁 「インターネット通販では契約するときに「確認の画面」が必要です」

インターネット通販で消費者が申込みを行う前に、「注文内容確認画面」など、申込み内容
を確認できる画面の用意がされていない場合は、消費者が契約内容を誤解して申込みして
も、消費者側の申込みは無効となります（電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法
の特例に関する法律）。したがって、消費者の申込意思を確認する画面があり、消費者が最
終確認を怠って数量などに入力ミスがあった場合は、契約が有効に成立する可能性が高い
ため、消費者もしっかり最終確認画面の内容を確認する必要があります。

17

③10～12頁 「確認の画面」

インターネット通販の契約成立には、消費者が契約内容を確認し、訂正したり、戻ったりで
きる、注文確定の前の段階の「最終確認画面」が必要です（特商法14条1項2号）。
改正特定商取引法の施行に伴い、令和4年6月1日からは、「最終確認画面」において、①
分量②販売価格・対価③支払の時期・方法④引渡・提供時期⑤申込みの撤回、解除に関
すること⑥申込期限（期限のある場合）の内容を消費者が明確に認識できるような表示が義
務づけられ、これらの事項について人を誤認させるような表示が禁止されました（改正法12
条の6） 。〔※ 確認の画面のイメージ図については、19頁の【参考資料１】を参照〕
さらに、そのような表示によって誤認して契約した場合は、契約を取り消せることとなってい
ます（改正法15条の④）。
契約の申込み内容を容易に確認できるように表示され、その内容を容易に修正できる、適
切な最終確認画面であれば、注文確定ボタンを押したことで契約条件に同意したとみなさ
れるので、後になって「返品条件を知らなかった」と主張することはますます難しくなります。
ネット通販を利用する際は、サイトの表示をよく読み、慎重に契約しましょう。
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④14～15頁 「通信販売にはクーリング・オフ制度がありません」

通信販売にはクーリング・オフ制度はありませんが、似た制度として、返品制度について広
告に表示がなされていない場合、商品が届いてから8日以内であれば消費者が返送料等の
費用負担すれば返品が可能という制度があります（特商法15条の３）。ただし、事業者側が
返品不可としていたり、返品条件が広告に表示されている場合にはそちらが優先されるため、
実際上該当する例はあまりありません。

[参考資料]

《模倣品のトラブルを避けるためのチェックポイント》
 サイトのURLの表記が、ブランドの正式な英語表記と少しだけ異なる。
 日本語の字体、文章表現が不自然。
 ブランド、メーカー品で価格が通常より安い。
 市場では希少なものがこのサイトでは入手可能となっている。
 事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない。嘘の情報が記載されている。
 海外の電話番号の国番号が住所地と異なる。
 事業者の名称、住所、代表者名などをインターネットで検索すると、他のサイトでも同一の
内容が表示されている。

 問い合わせ先のメールアドレスがフリーメール。
 問い合わせ電話番号が通じない。
 キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載されていない。
 支払方法が銀行振込に限定されている（クレジットカードの利用ができるとサイトに表示さ
れていても、後から銀行振込を指定される場合もある）

出典：独立行政法人国民生活センター［2022年10月12日:公表］
模倣品に関するトラブルにご注意！－令和4年10月から水際取締りが強化されました－



【参考資料１】

特定商取引法では、通信販売にお
ける契約の申込み段階において、販
売業者等に対し、一定の事項（ ①分
量②販売価格・対価③支払の時期・
方法④引渡・提供時期⑤申込みの
撤回、解除に関すること⑥申込期限
（期限のある場合））の表示を義務付
けるとともに、消費者を誤認させるよう
な表示を禁止している（特商法第12
条の6）。

【画面例３】はインターネット通販の
定期購入の場合の最終確認画面で
必要な表示事項が分かりやすく、容
易に参照できる適切な例としてガイド
ラインで紹介されているものである。

19出典：消費者庁『通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン』

【画面例３】第12条の6に違反しないと考えられる表示（定期購入の場合）



群馬県 生活こども部 消費生活課

ぐんま版消費者教育教材

８ 相談事例 ③定期購入

令和７年３月改訂

1



気を付けてほしいトラブル事例

相談事例③

定期購入のトラブル

通信販売の定期購入とは

ＴＶやネット広告の通信販売
で、「お試し」「1回だけ」の
つもりで健康食品や化粧品
等を注文したら、数ヶ月間の
定期購入が条件だった。

2



3

「定期購入」の相談件数の推移

出典：消費者庁令和6年度版「消費者白書」

改正特定商取引法施行後⇒思ったほど件数が減っていない！
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改正特定商取引法施行後⇒群馬県内も減っていない！
（2022年6月1日）

群馬県内における「定期購入」の相談受付月別推移（2022年1月～2023年12月）

（2022年） （2023年）
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出典：消費者庁ＨＰ 事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について」
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特定商取引法が改正されたのに定期購入の相談が
減らないで、増えている理由は？
↓↓↓↓
改正法で規制されたのは、契約が成立する前の
「最終確認画面の取引方法の表示」だけ？！
↓↓↓↓
「最終確認画面」の記載以外の「広告の内容」で「定期購
入契約をしたこと」や、「規定の回数を購入しないと解約出
来ない契約」だと分からなかったなどと誤認したと申立て
ても、販売業者は「最終確認画面に取引方法の表示」があ
り「承諾して契約している」からと取消しに応じてくれない
との相談が消費生活センターに多数寄せられています。
↓↓↓↓
申込み前に、最終確認画面をよく確認しましょう！
最終確認画面はスクリーンショットを残しましょう！
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お試し

初回限定特別価格

定期縛りなし

定期購入で扱われている商品は
簡単に体の悩み（コンプレックス）が解消する

と宣伝・広告してる？！

ダイエット
口臭・

歯の美白

ニキビ・
脱毛・ヒゲ

筋肉増強
消臭・制汗シミ・シワ

毛穴・白髪



①ＳＮＳで自分の
興味を引く広告が
あったのでクリックした

③『誰もがあこがれる
魅惑のＢＯＤＹ』とあり、
「やせるサプリかな」
と思ったので注文した

②すると、サプリメントが『今回限りの特別
価格』『特別価格０円』と書いてあった

④１週間後に商品
が届き送料500円
を払ったが、翌月
にも同じ商品が届き
4,000円の請求書
が入っていた

定期購入のトラブル 概要

8
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ロールプレイで確認しよう
インターネット通販による
定期購入のトラブル
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質問：この健康食品にはどんな効果
があると広告していますか？
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答え：広告のどこを見ても「やせる」などの効果を
うたった部分はありません。
勝手に行間を読んで効能・効果があると
思ってはいけません。



この広告の日本語、おかしいでしょ？
「1回限りの契約」と

誤認したとの相談が
多数!!
↓↓↓↓

解約手続きしないとい
つまでも商品が届くと
いう意味

「急いで注文
しなければ!!」と
思わせているだけ

2回目は3本が
すぐに届き
解約できる期間が
とても短い

注意力？読解力？

広告を隅々まで読む忍耐力？
が試されている!!



1回限りの契約と勘違

いさせて、定期購入
の解約させないよう
にする

嘘の在庫情報やカウ
ントダウンタイマーで
焦らせる

解約期間を短くして、解約
のハードルを高くする

嘘の推奨表現・販売実績、サイト上の閲覧数を強調して、
プレッシャーをあたえる

クリックボタンの色をグリーンにする
ことでクリック率が上がる

No.1の表示で、他の

商品と比較検討しなく
ても良いと思わせる

ダークパターン（消費者をあざむくためのデザイン手法）がいっぱい



苦情の多い申込み方法⇒ちっともお得じゃない!!

定期購入だけど、
１回でもやめられる
コースを申込み
したはず…

特別割引クーポン
をクリックしたら…

５回買わなければ
解約出来ない
定期購入の契約
に変更された…



ロールプレイで確認しよう
ちっともお得じゃない定期購入のトラブル

① ② ③ ④



インターネット通販では

注文確定前に「確認の画面」が必要。

定期購入の場合

回数、送料、商品代金、支払総額など
が表示されるので確認する！

「確認の画面」をスクリーンショットで保存しよう！
21
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注文前に最終確認画面をスクリーンショット！

ご注文内容
お試し価格 ５００円
数 量 １個
送 料  無料
合 計 ５００円

お客様情報
氏名
住所

利用規約に同意する

※お試し価格での購入は４回以上の継続
が条件です。
※４回の受取で合計金額は12,500円です。
※お客様から解約するまで毎月1回定期
的に届きます。

注文を確定

確認のポイント

✓定期購入かどうか
✓定期購入の場合、
２回目以降の代金や
支払総額
✓返品や解約の条件



定期購入のトラブル

⚫定期購入が条件であることや、解約で

きないことが、小さい文字で分かり
にくく書いてある。

⚫特に、スマホの広告では分かりにくい。

⚫通信販売はクーリング・オフの
対象外。返品は販売会社が決めた返
品ルールに従うため、「返品不可」の表
示があると基本的には返品できない。

23



定期購入トラブルにあわないために

⚫注文する前に、内容や解約条件について、
小さい文字まできちんと確認する。
（スクロールで読み飛ばさないよう注意！）

具体的には、

◎定期購入が条件になっていないか
◎定期購入期間内に解約が可能か
◎解約の連絡先や方法（電話やメール等）

⚫注文画面や広告表示をスクリーンショットな
どで保存しておく。

⚫注文確認メールをよく読み、保存しておく。 24
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今すぐ注文する
送料無料！トレーニングDVD付き！

初回限定

５００円

特定商取引法に基づく表記
プライバシーポリシー
お問い合わせ
返品・定期コースについて

クレジットカード払いがおすすめ
です！
お支払いはクレジットカード払いがお得でお
すすめです！登録もかんたん！
✓ 現金いらず！
✓ 安心セキュリティ
✓ さらに決済手数料も全て無料！

②
こ
の
部
分
を
開
い
て
規
約
を
読
み
、
契
約

の
内
容
や
解
約
の
条
件
を
確
認
す
る

①
サ
イ
ト
の
一
番
下
ま
で
ス
ク
ロ
ー
ル
す
る

〔特定商取引法に基づく表記の内容や解約条件の規約を見つけ方〕



「定期購入を途中でやめたい」

商品を受取拒否すれば、

解約出来る？

商品を受取拒否しただけでは
注文した人（契約者）が

不在で受け取れなかったのか、
解約したいのか、

販売会社には分からないため
契約はなくなりません 26



受取拒否をしたという理由で

コンビニ後払いの
支払をせず、放置していると

債権回収業者や弁護士から
『債権の回収依頼や譲渡を受けた』と

請求書が届くことがあります
27



○○○○様

郵便はがき

親 展

弁護士法人△△△△△△△△
代表弁護士 ◎◎◎◎

重要書面在中

○○○○様

○○○○様

親展

弁護士から
の重要通知

親展

【ご通知】

○○○○様

弁護士法人△△△代表弁護士 ◎◎◎◎

親展

弁護士法人△△△代表弁護士 ◎◎◎◎

弁護士法人△△△代表弁護士 ◎◎◎◎

弁護士からの請求書のイメージ

請求書を無視しても、何度も届き、法的手続きをされることも…

困ったら、消費生活センターに相談！

【通告書在中】

28



インターネット通販の支払い方法に多い、
立替払い型コンビニ後払い決済サービスの仕組み

①商品を購入

後払い決済
サービス事業者

消費者

ネット通販業者

29



⚫ 立替払い型後払い決済サービスはクレジット
カードを持っていない学生や主婦等がインター
ネット通販などで利用することが多い。

⚫ 商品が届いた後、後払い決済サービス業者から
振込用紙が届き、コンビニなどで代金を支払う。

⚫ 後払い決済サービスの業者は、これまでの支払
いの記録等を参考に立替払いするかどうかを
決める。

⚫ 手元にお金がなくても利用できるため、使い過
ぎに注意が必要です。

インターネット通販の
立替払い型コンビニ後払い決済サービス

30



健康食品を摂取して、おなかが痛くなったり、
肌がはれたり、体にぶつぶつが出たりなど、具
合が悪くなったという相談があります。

《健康食品を利用するときの注意点》

⚫ 病気の治療のために摂取しない。
⚫ おなかが痛くなったり、体の具合が悪くなっ
たら、摂取するのを止めて、医者に相談して
ください。

31



（ト ク ホ）

出典：公益社団法人日本医師会ＨＰ
健康の森 気になるコトバ「機能性表示食品」
（「トクホ」や「栄養機能食品」とどこが違うの？）

32



33出典：消費者庁令和6年度版消費者白書



34出典：消費者庁令和6年度版消費者白書



出典：消費者庁令和6年度版消費者白書 は定期購入で購入した可能性が高いもの 35



①ＳＮＳで自分の
興味を引く広告が
あったのでクリックした

③『誰もがあこがれる
スベスベのＢＯＤＹ』と
あり、初回限定特別
価格「１，９８０円」
なら、小遣いで買える
と思ったので注文した

④１０日後に商品
が３個届き、請求書
に３９，６００円と
書いてあった。
定期購入した覚えが
ないと業者に電話す
るが、混み合って
いて連絡できない。

脱毛剤の定期購入のトラブル 概要

36

②すると、脱毛剤が『初回限定特別価格』
『１，９８０円（税込）』と書いてあった
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若者の除毛剤による皮膚障害に注意！
10歳代、20歳代の若者が除毛剤を定期購入契約をして困ったという
相談の他に、除毛剤をひげなどの除毛を目的に顔面に使用して、皮膚
に炎症を起こしたとの相談が、全国の消費生活センターに多く寄せら
れています。

除毛剤を使用する際は以下の点に注意！
① 医薬部外品に分類されています。顔面のほか、傷がある部位、腫れ
物、湿疹、ただれなど炎症を起こしている部位には使用しないなど、
用法・用量や使用上の注意をよく確認して、正しく使用しましょう。

② 除毛剤を使用する場合は、使用前にテストをして自分の肌に合うか
どうかを確認しましょう。

③ 肌に異常を感じたら、直ちに使用を中止し、症状がひどい場合など
は皮膚科医を受診しましょう。

＊除毛剤とは手足やわきの下などの体毛の除去を目的とし、化学的作用によって除去する製品のことです。
出典：消費者庁：令和4年5月31日「若者の除毛剤による皮膚障害に注意」



【解説】
８ 相談事例③ 定期購入

43

①3～4頁 「定期購入に関する相談の受付月別推移（2022年1月～2023年12月）」

2022年（令和4年）6月に特定商取引法が改正され、通信販売における「詐欺的な定期
購入」の規制が強化されたにもかかわらず、「定期購入」に関する相談件数は、全国的に
も、群馬県内も減少しておらず、増加している。

②5～6頁 「貴社カートシステムでの改正法への対応について」
改正特定商取引法で規制強化されたのは、ネット通販で申込みが完了する直前の、「最終
確認画面」の取引方法等の契約内容を簡単に確認できるように表示すること。「最終確認画
面」に問題があり、誤認して契約した場合には契約の取消が出来ることです。しかしながら、
一般的に消費者は商品の品質・性能の広告の内容を見て商品を買うかどうかの気持ちが決
まると思われます。「最終確認画面」の記載以外の広告に表示された商品の品質・性能につ
いては、虚偽誇大広告の禁止にとどまります。「最終確認画面」の記載以外広告で、取引方
法や商品の品質・性能を誤認して契約しても、契約を取り消すことは難しくなります。

③7頁 「コンプレックス系の商品」

定期購入で扱う商品は、ダイエット食品に限らず、コンプレックスが簡単に解消できると思
わせる化粧品や健康食品等サプリメントが多く、白髪が黒髪になるサプリ、胸が大きくなるサ
プリ、薄毛に効果があるローション、ヒゲが薄くなるローションやサプリ、脱毛剤、筋肉増強サ
プリ等があります。
安い金額の健康食品や化粧品で簡単に、体質、肌、体型などのコンプレックスが改善でき
ると思って申込みしたら、定期購入だった。規定の回数購入しないで解約する場合、高額
な解約料を請求された。いつでも解約できると広告にあるのに、解約の連絡が取れない



④8頁 「ＳＮＳで自分の興味を引く広告があった」

販売会社の広告だけではなく、ＳＮＳのアフィリエイト広告から販売会社のサイトに接続し
た事例も多く、中には、広告収入目的で過剰な内容になっている場合もあります。
※アフィリエイト広告：第三者が特定の商品の宣伝をブログ等でおこない、
実際に商品が売れたら報酬をもらえる仕組み。

44

③7頁 「コンプレックス系の商品」の続き

など、簡単に解約できない。化粧品を使って皮膚障害になっても、規定の回数購入しない
と解約できない等の相談は依然として多く、問題のある広告が多い。広告内容を鵜呑みせ
ず、批判的な視点を持って広告の内容を読み取る力も必要となっています。

⑤17頁 「購入回数に縛りなし」

「いつでも解約出来る」という意味ではなく、「解約手続きしなければ、いつまでも商品が届
く」という意味。相談では、「1回限りの契約だと思った」と主張する相談者が多い。

⑥17頁 「残り在庫○○個」

「残り在庫○○個」と表示されてカウントダウンが始まり、「急いで注文しなければ」と思わせ
る仕掛けがされている。
⑦17頁 「2回目は３本がすぐに届き」

初回注文の15日後に2回目が発送されるが、その7日前までに電話連絡しないと2回目が
解約出来ない。また、2回目が解約出来ても、キャンセル料5500円が必要となる。2回目を解
約出来る期間がとても短く、2回目までを購入させる手口です。
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⑧18頁 「ダークパターン」

ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）が、2022年にダークパターン（ウェブサイトの表記やデザイン
を利用し、 ユーザーにとって不利な決定に誘導する手法のこと）の7類型を示しました。
1. 【強制】特定の機能にアクセスするために、消費者にユーザー登録や個人情報の開示
を強制するなどの強制的な行為。

2. 【インターフェイス干渉】デフォルトで事業者に有利な選択肢を事前に選択する、視覚的
に目立たせるなど。

3. 【執拗な繰り返し（ナギング）】通知や位置情報の取得など、事業者に都合の良い設定に
変えるように何度も要求する。

4. 【妨害】解約や、プライバシーに配慮した設定に戻すことなどへの妨害行為。
5. 【こっそり（スニーキング）】取引の最終段階で金額を追加する、試用期間後に自動的に
定期購入に移行するなど。

6. 【社会的証明】虚偽の推奨表現、過去の購買実績を最近の実績のように通知するなど。
7. 【緊急性】カウントダウンタイマー、在庫僅少の表示など。
※出典：一般社団法人日本アフィリエイト協議会 「ネット通販、広告のここに注意～イン
ターネット広告の注意点と表示のしくみ～

⑨18頁 「クリックボタンの色をグリーンにすることでクリック率が上がる」

※出典：公益社団法人日本広告審査機構 ＲＥＰＯＲＴ ＪＡＲＯ ２０２４．８ №５９５ 2～6頁
「特集 インターネット情報連絡会 ダークパターンへの対応と広告・表示の適正化の取組」
「ダークパターンの構造と向き合い方 コンセント代表取締役/武蔵野美術大学造形構想学
部教授 長谷川敦史氏」
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⑫21頁 「最終確認画面」
特定商取引法ではインターネット通販の契約成立には、消費者が契約内容を確認し、訂
正したり・戻ったりできる、注文確定前の段階の「最終確認画面」が必要です。（特商法12条
の6第1項、14条第1項2号、省令16条第1項）
定期購入のトラブルが後を絶たないため、改正特定商取引法の施行に伴い、令和4年6月

1日からは、「最終確認画面」において以下の内容を消費者が明確に認識できるよう表示が
義務づけられ（同法12条の6第1項）、これらの事項について人を誤認させるような表示が禁
じられました（同法同条第２項） 。

⑩19～20頁 「ちっともお得じゃない」

「いつでも解約OK」とうたった定期購入の契約をした後に、「特別クーポン」などが表示さ
れて、認識がないまま４～5回、若しくは1年間の定期縛りがあるコース契約に契約変更させ
られる。
相談を受けた時点では、相談者がスクリーンショットなどの画面保存をしていないため、最
終確認画面が確認出来ない。業者に問い合わせてみると、最終確認画面は規定通りに表
示されていると主張し、解決が困難になる場合がある。

⑪21頁 「インターネット通販では注文確定前に「確認の画面」が必要」

インターネット通販で消費者が申込みを行う前に、「注文内容確認画面」など、申込み内容
を確認できる画面の用意がされていない場合は、消費者が契約内容を誤解したり、操作ミス
で申込みしても、消費者側の申込みは無効です。（電子消費者契約及び電子承諾通知に
関する民法の特例に関する法律）
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⑫21頁 「最終確認画面の続き」

⚫ 分量⇒商品や役務の数量、回数、期間等。定期購入の場合は各回に引き渡す分量と引
渡の回数（総分量）

⚫ 販売価格・対価⇒複数商品を購入する場合は、支払総額。定期購入の場合は各回の代
金と代金の総額

⚫ 支払の時期・方法⇒定期購入の場合は各回の代金の支払時期
⚫ 引渡・提供時期⇒定期購入の場合は各回の商品の引渡時期、次回分の発送時期等に
ついても表示

⚫ 申込みの撤回、解除に関すること⇒返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条
件等について、顧客が見つけやすい位置に表示

⚫ 申込期限（期限のある場合）⇒契約の申込みの撤回又は解除に関して、条件、方法、効
果等表示、定期購入の場合は解約の申出に期限がある場合、その申出期限。違約金
その他の不利益が生じる契約内容である場合、その旨及びその内容

さらに、上記の事項について、消費者に誤認を与える表示があり、それにより消費者が誤
認して契約した場合は、契約を取り消せることになりました（特商法15条の4）。
しかしながら、改正法に従った適切な購入意思の確認措置（参考資料１ 通信販売の申込
み段階における表示についてのガイドライン【画面例３】参照）があれば、注文確定ボタンを
押したことで契約条件に同意したとみなされるので、後になって「契約条件・返品条件を知ら
なかった」と主張することはますます難しくなります（電子消費者契約法3条）。インターネット
通販を利用する際は、サイトの表示をよく読み、慎重に契約しましょう。

⑬29～30頁 「コンビニ後払い決済サービス」

インターネット通販の代金支払いで、コンビニ等での後払い決済サービスを利用する



⑭32頁、50～53頁（参考資料3～5） 「健康食品等」

法律で機能性表示が認められているのは、保健機能食品である特定保健用食品（トク
ホ）・栄養機能食品・機能性表示食品に限られ、かつ表示できる内容も法律により限定
されています。
一般食品であるいわゆる「健康食品」（例：栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整
食品等）の中には機能性表示ができないのに効能効果がうたわれ、景品表示法・健康
増進法・医薬品医療機器法（薬機法）等の違反として行政処分される例が増えています。
「効果には個人差があります」「体験談は個人の感想です」と書かれていても法律の規
制を受ける可能性があります。広告のイメージに惑わされないための、法律的な知識も
必要です。

ケースが増えています。クレジットカードを持っていない学生や主婦に加え、カード情報
を入力したくない人も多く利用しています。立替払いの上限金額は業者ごとに異なりま
すが、1ヶ月あたり５万円程度のところが多くなっています。 後払い決済サービスの仕
組みは 26頁の図のとおりですが、 商品代金が立替払いされることから、お金のない学

生も定期購入トラブルに巻き込まれやすくなります。
現時点では後払い決済サービス業者を規制する法律がなく、定期購入等で通販会社
とトラブルになっても、後払い決済サービス業者は「代金の収納代行をしているだけ」と
相談に応じません。たとえ商品を受取拒否しても契約がなくなるわけではないので、代
金未払い分を回収業者や弁護士が督促・回収する例が多くなっています。
少額の後払い決済が積もって支払いに行き詰まり、消費者金融から借り入れて多重
債務状態に陥ることも懸念されます。
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⑬29～30頁 「コンビニ後払い決済サービス」の続き



【参考資料１】

特定商取引法では、通信販売にお
ける契約の申込み段階において、販
売業者等に対し、一定の事項（ ①分
量②販売価格・対価③支払の時期・
方法④引渡・提供時期⑤申込みの
撤回、解除に関すること⑥申込期限
（期限のある場合））の表示を義務付
けるとともに、消費者を誤認させるよう
な表示を禁止している（特商法第12
条の6）。

【画面例３】はインターネット通販の
定期購入の場合の最終確認画面で
必要な表示事項が分かりやすく、容
易に参照できる適切な例としてガイド
ラインで紹介されているものである。

49出典：消費者庁『通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン』

【画面例３】第12条の6に違反しないと考えられる表示（定期購入の場合）
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出典：国民生活センター令和４年６月９日『「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました「最終確認画面のチェックリスト」』

【参考資料２】



『薬』と『食品』はまったく違うものです

出典 ： 独立行政法人国立健康・栄養研究所ＨＰ
「健康食品」の安全性・有効性情報『健康食品は薬の代わりにはなりません（Ver.100705）』

https://hfnet.nibiohn.go.jp/contents/detail1456.html
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【参考資料３】



国の食品安
全委員会は
2015年12月

「健康食品」
についてこん
なメッセージ

を
発表して
います。

メッセージ
① 「食品」でも安全とは限りません
② 「食品」だからたくさん摂っても大丈夫と考えてはいけません。
③ 同じ食品や食品成分を長く続けて摂った場合の安全性は正確にはわかっていません。

④ 「健康食品」として販売されているからといって安全ということではありません。
⑤ 「天然」「自然」「ナチュラル」などのうたい文句は「安全」を連想させますが、科学的には

「安全」を意味するものではありません。
⑥ 「健康食品」として販売されている「無承認無許可医薬品」に注意してください。
⑦ 通常の食品と異なる形態の「健康食品」に注意してください。
⑧ ビタミンやミネラルのサプリメントによる過剰摂取のリスクに注意してください。
⑨ 「健康食品」は、医薬品並みの品質管理がなされているものではありません。

⑩ 「健康食品」は、多くの場合が「健康な成人」を対象にしています。高齢者、子
ども、妊婦、病気の人が「健康食品」を摂ることには注意が必要です。

⑪ 病気の人が摂るとかえって病状を悪化させる「健康食品」があります。

⑫ 治療のために医薬品を服用している場合は「健康食品」を併せて摂ることについて医
師・薬剤師のアドバイスを受けてください。

⑬ 「健康食品」は薬の代わりにはならないので医薬品の服用を止めてはいけません。

⑭ ダイエットや筋力増強効果を期待させる食品には、特に注意してください。
⑮ 「健康寿命の延伸（元気で長生き）」の効果を実証されている食品はありません。

⑯ 知っていると思っている健康情報は、本当に（科学的に）正しいものですか。情報が確か
なものであるかを見極めて、摂るかどうか判断してください。

⑰ 「健康食品」を摂るかどうかの選択は「わからない中での選択」です。
⑱ 摂る際には、何を、いつ、どのくらい摂ったかと、効果や体調の変化を記録してください。

⑲ 「健康食品」を摂っていて体調が悪くなったときには、まずは摂るのを中止し、因果関係
を考えてください。
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【参考資料４】



出典：公益社団法人日本医師会ＨＰ
健康の森 気になるコトバ「機能性表示食品」（「トクホ」や「栄養機能食品」とどこが違うの？）
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【参考資料５】



登場人物　：　【ふんわりちゃん】、サプリ業者、ナレーター

ナレーター 【ふんわりちゃん】はＳＮＳで気になる広告を見つけました。

【ふんわりちゃん】
「なになに？　『たるたるボディに悩むあなたに朗報』だって？
 もしかして、簡単にスタイルが良くなる話だったりして！」

ナレーター
【ふんわりちゃん】が広告のボタンをクリックすると、『群馬県産のサ
ポートサプリ』のページが出てきました。

サプリ業者 『今回限りの特別価格。お得に申込みいただけます。』

【ふんわりちゃん】 「特別に無料ね！　いいんじゃない？　いいんじゃない！」

ナレーター 【ふんわりちゃん】は画面をどんどんスクロールしました。

ナレーター 小さな文字で契約条件が書かれた画面が出てきました。

【ふんわりちゃん】 「スッキリリンね！名前もかわいいし、０円ならいいんじゃない！」

サプリ業者

『初回無料なのは定期コースでして、４回まで解約できません。４回
分の合計支払額は、12,500円です。小さい文字ですが、条件はちゃ
んと書いてありますよ。書いてあることを読み飛ばしても、当社の責任
ではありません。』

【ふんわりちゃん】 「０円！特別価格！　これは買うしかないんじゃない？」

ナレーター
【ふんわりちゃん】は広告をよく読まなかったので、０円で買えると思っ
てしまいました。注文後はキャンセルできないと書いてあるけど、【ふ
んわりちゃん】、大丈夫？

ナレーター
サプリメントの効果が書いてあると思わせるような画面が出てきまし
た。

【ふんわりちゃん】 「『誰もがあこがれる魅惑のボディ』ね！　いいんじゃない！」

サプリ業者

『知ってますか？　健康食品は薬ではないので『効き目がある』とは言
えないんです。だから、『このサプリを飲めばやせる』とは書いておりま
せん。書いてないことを勝手に誤解しても、当社の責任ではありませ
ん。』

【ふんわりちゃん】
「このサプリを飲めばやせるのね！　送料500円なら、いいんじゃな
い！　よーし、名前と住所を入力して、利用規約を読むのは面倒だ
からクリックしちゃおっと。」

ナレーター
画面もよく見ないで、利用規約も読まずに、【ふんわりちゃん】は注文
してしまいました。

ナレーター
注文確認メールが届いた後でサプリが家に届き、【ふんわりちゃん】
は送料を支払いました。そして、早速サプリを飲み始めましたが、何
も変わりません。

【ふんわりちゃん】 「ちっともやせないじゃん。でも、500円なら仕方ないか。」

ナレーター

１ヶ月後、【ふんわりちゃん】の家に同じ商品と4,000円の振込用紙が
届きました。びっくりしてサプリ業者に電話しましたが、何度かけても
電話が混み合っていて、つながりません。そのまま１ヶ月が過ぎ、また
同じ商品と4,000円の振込用紙と、更に前回分の督促状が届きまし
た。

【ふんわりちゃん】
「サプリが何度も届くなんて知らなかった！！督促状なんてどうした
らいいの？誰か、助けて～！！」

ナレーター
何度サプリ業者に電話しても電話が通じず、【ふんわりちゃん】は本
当に困ってしまいました。

　
④

ぐんま版消費者教育教材　　　事例ロープレシナリオ②：定期購入編
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③

　
①



群馬県 生活こども部 消費生活課

ぐんま版消費者教育教材

１２ 被害にあわないための
ポイント

令和５年２月改訂

1



「うまい話」はありません！

被害にあわないためのポイント被害にあわないためのポイント

①契約前に情報を集め、比較検討する
②本当に必要な契約か、よく考える
③契約内容をよく確認する
④安易に借金をしない
⑤不要なときははっきり断る
⑥契約書類や注文画面は保管・保存する
⑦困ったときは一人で悩まずに、家族、友達、
警察や消費生活センターに相談しましょう

証拠を残す

2



・契約書や説明資料
を保管しておく

・事業者や勧誘者とのやりとり（メールやＳＮＳなど）を
保存しておく

・インターネット通販の注文画面や広告表示をス

クリーンショットなどで保存しておく

契約書を捨てた
り、メールを消し
たりしないで！

証拠の残し方証拠の残し方

証拠があると、業者に交渉する材料になります！
3



・「うまい話」はありません！

・お金の話が出たら、注意しよう！

・きっぱり断る勇気を持とう！

・困ったときは、相談しよう！

トラブルに巻き込まれないためにトラブルに巻き込まれないために

4



【解説】
１２ 被害にあわないためのポイント

①2頁 「『うまい話』はありません！」

「簡単に稼げる」「必ず儲かる」「今だけのお得な情報」「あなただけに特別に教える」
「安くなる」などの「うまい話」を強調した勧誘や、「コンプレックスが簡単に解消できる」と
思わせるような広告等から消費者トラブルに巻き込まれる例が多くなっています。
特に、「簡単に稼げる」という話はマルチ商法の勧誘であったり、特殊詐欺などの犯罪
行為に引き入れるための誘いであることが多く、実際に出し子や受け子、口座売買など
に繫がる例もあります。「簡単に稼げる」という話から、被害者になるだけではなく加害者
になる可能性もあることを知ってほしいと思います。

②2頁 「契約内容をよく確認する」

契約を結んで、お金を払ってから後悔することがないように、契約前に契約内容や条
件等を確認しましょう。契約書や約款などの書類には必ず目を通し、疑問点はわかるま
で事業者に質問しましょう。解約時の条件についても契約前に確認しておくことが大切
です。口頭で受けた説明が契約書や約款等に書かれていない場合は、要注意です。
契約を考え直しましょう。
また、今すぐここで契約をしなければならないという状況は通常はありません。契約前
にいったんその場を離れ、時間を取って考えることが大切です。

③3頁 「契約書や説明資料を保管しておく」

一般的に契約は契約書面に書いていることに従うことになります。契約書類、約款、説
明資料等の書類は、いつでも確認できるように保管しましょう。 5



群馬県 生活こども部 消費生活課

ぐんま版消費者教育教材

１３ 消費者と消費生活センター

令和７年３月改訂

1



ところで消費者ってなに？

みんな消費者なんだね

お金を払って商品や

サービスを契約して

使用する人のことです
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民法による「契約」は、
その内容や方法を、

対等な当事者がお互いに
自由に決めることができる

「契約自由の原則」がある

契約自由の原則の内容

①契約を締結しまたは締結しないことの自由
②誰を契約の相手方として選択するかの自由
③契約の内容を決定することの自由
④契約締結の方式の自由
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消費者 事業者

契約の

アマ
契約の

プロプロとアマの契約は
対等と言えない

情報の質と量・交渉力・知識・経済力に

圧倒的な格差

契約

消費者を保護する必要がある
消費者庁イラスト集より

4

格差により消費者トラブル
が発生する

消費者と事業者の間の「契約」は「対等」でしょうか？



消費者と事業者の間の「契約」に格差があるために、
不当価格・欠陥商品・不当表示による消費者被害の発生

日本

1962年 アメリカのケネディ大統領

「消費者の４つの基本的な権利」
消費者の4つの基本的な権利

1.安全への権利 
2.情報を与えられる権利
3.選択をする権利
4.意見を聴かれる権利

格差をなくするために

1968年 消費者保護基本法が制定

さらに国民生活センターや全国各地に消費生活センターを設置 5

個々の消費者を
支援をするために

消費者は保護する対象である

消費者主権
の確立



2009年に消費者行政を一元的に行う消費者庁が設置された
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1982年 国際消費者機構（ＣＩ：消費者団体の国際的組織）

8つの消費者の権利と5つの責任
消費者の権利 消費者の責任

1.生活のニーズが保障される権利
2.安全への権利
3.情報を与えられる権利
4.選択をする権利
5.意見を聴かれる権利
6.補償を受ける権利
7.消費者教育を受ける権利
8.健全な環境の中で働き生活する権利

1.批判的意識を持つ責任
2.主張し行動する責任
3.社会的弱者への配慮責任
4.環境への配慮責任
5.連帯する責任

消費者には、
権利だけではなく責任もある

日
本

2004年 消費者基本法



「消費者基本法」の考え方

  消費者(アマ) と  事業者(プロ)

  情報の質･量･交渉力等の格差

「消費者の権利を尊重する」

「消費者の自立を支援する」

消費者 事業者

消費者庁イラスト集より
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消費者は保護する対象ではなく、権利の主体として認める



自立した消費者になるために必要なことは？

① 消費者被害にあわない消費者で
あること

② 自主的かつ合理的意思決定が
できる消費者であること

③ 社会の一員としてより良い社会
の発展のために積極的に関与す
る消費者であること
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契約トラブルにあった 消費者トラブル！ 製品やサービスで事故にあった

行動しない

あきらめる

不正な取引、製品等
の事故が続く

不正な取引、トラブル
・被害の拡大

不適正な取引、安全を欠く
製品・サービスの改善

⇊
健全な業者・製品・
サービスが増加

⇊
安心・安全な暮らし

行動する

助言を聞いて相談

事業者に相談 消費生活センターに相談

トラブルの解決
国民生活センターで
相談情報の収集・分析

情報提供

国（消費者庁・関係省庁）
や都道府県が動く

⇊
悪質業者の指導・命令

法律の整備

相談

消費者の行動が社会を変える！ ＝ 消費者市民社会

相談
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【解説】
１３ 消費者と消費生活センター

②4～7頁 「消費者保護」「消費生活センター」

消費者と事業者間での「契約」は、情報の質と量、交渉力、知識、経済力、社会的影
響力などに圧倒的な格差があるため、消費者からの苦情や相談を受け付ける消費生活
センターが設けられました。現在、群馬県内には県1ヵ所、市町郡１９ヵ所のセンターが
あり、全ての地域で、身近なセンターで相談が受けられる体制が（※）ができています。
※町・村から市・町への業務委託、郡での共同設置を含む。

③5頁 「消費者主権」

消費者が商品を購入するときに、経済的・理性的・合理的に商品を選択することが出
来れば、そういった消費者の行動にこたえるため、生産者間の競争が適正に行われ、
商品や企業が淘汰されるというように、市場経済における生産と消費の最終決定権は
消費者にあるという考え方を消費者主権といいます。

①3頁 「契約自由の原則」

考え方は従来と変わりませんが、「契約自由の原則」「契約の成立（申込みと承諾）」に
ついて、令和2年4月施行の改正民法において明文化されています。
契約の当事者は対等で平等であることが前提の、「契約自由の原則」では、経済的に
大きな力を持つ事業者が消費者にとって不利益な契約条件などを強制する手段となる
可能性が高いため、消費者取引では、「消費者契約法」の取り消し規定、「特定商取引
に関する法律」のクーリング・オフ制度、「製造物責任法」の無過失責任制などの消費者
を保護する規定が設けられています。
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④7頁 「消費者基本法」の消費者の権利

安全の確保・選択機会の確保・必要な情報と教育機会の提供・意見の反映・適切で迅
速な救済などの消費者の権利が初めて「消費者基本法」に明記され、これにより消費者
が権利の主体として認められました。

⑤8頁 「自主的かつ合理的意思決定…」

消費者保護基本法 第五条
「消費者は、経済社会の発展に即応して、みずからすすんで消費生活に関する必要
な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するように努めることによつて、消
費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。」
消費者基本法 第七条１項
「消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情
報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。」
どちらの法律にも「消費者の役割・責務」として、自ら知識の習得と情報収集に務め、
自主的・合理的に消費者として行動をすることが規定されており、消費者の役割として、
そのような行動が求められている。
※参考出典：独立行政法人国民生活センター「国民生活研究」第64巻第1号（2024年7
月 1～21頁）[論文]「消費者市民社会における「ESG消費」の意義」 松本恒雄（独立行
政法人国民生活センター顧問、一橋大学名誉教授）



⑤9頁 「消費者トラブル」「消費者市民社会」

「消費者教育推進法」の中で、消費者が自らの消費行動が現在及び将来にわたって
社会及び環境に影響を及ぼすことを自覚して、公正で持続可能な社会を作るために積
極的に参加する社会を「消費者市民社会」としています。
消費者トラブルにあったとき、「面倒」「言っても意味がない」として行動しないと、不正
な取引が蔓延したり、消費者事故が続くことになります。事業者に苦情を伝えると、その
事業者の製品・サービスの改善に繋がることもあります。消費生活センターに相談する
と、相談情報を集約・分析し不正な事業者を行政機関が指導したり、関連する法律が
改正されたりします。「消費者の行動が社会を変える」ことを自覚して、消費者一人一人
が必要な知識を修得し情報を収集した上で商品や事業者を選択し、トラブルにあった
ら消費生活センターに相談するなど、積極的に行動する必要があります。
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群馬県 生活こども部 消費生活課

ぐんま版消費者教育教材

１４ 消費生活センターに
相談してみよう

令和５年２月改訂
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消費生活センターに相談してみよう

消費生活センターに

相談するには、どうしたらいいの？

消費者トラブルにあったら、
相談する？ 相談しない？

2

消費者庁イラスト集より



無料の動画だ‼

再生ボタンを

押してみよう！

ロールプレイで確認しよう

消費生活センターに相談！ ワンクリック請求編

１０万円を請求されてしまった！ どうしよう！

ワンクリック請求！

3



やせるサプリかな？

無料ならいいかも

すぐ注文しよう！

何回も届くし、請求書も入っている！ どうしよう！

定期購入！

ロールプレイで確認しよう

消費生活センターに相談！ 定期購入編
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ロールプレイで確認しよう

消費生活センターに相談！ マルチ商法編

5

投資用USB教材を買ったけど払えない！

群馬県消費生活センターに相談してみよう。

電話番号は027-223-3001



契約年月日、商品・サービス、契約金額、支払
い方法、事業者名、契約したときの経緯などを
整理する。
契約書類、領収書などの控えを準備する。
どういう勧誘だったかを思い出して、メモする。
以上の準備ができなくても、相談できます！
早めに、消費生活センターに相談してください。

消費生活センターに相談する場合、
どうすればいいの？

相談する前に準備しよう

6

証拠を残す



ネットで検索した

相談窓口に

相談するのは

ダメなの？
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ネットで検索するより、まず消費生活センターに相談！！

ネットで検索して

上位に出てくる相談窓口が

公の相談窓口とは限りません

ネットで検索した相談窓口
に相談すると、高額な費用を
請求される場合があります！
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消費生活
センターって
どこにあるの？
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群馬県消費生活センター 県庁昭和庁舎１階 ☎０２７-２２３-３００１
◯月～金曜：9時～16時30分（電話、来所） ※来所は予約制
◯土曜：9時～12時／13時～16時30分（電話のみ）

消費生活に関することで困ったら

お住まいの地域の消費生活センターに

相談してください。

群馬県内の市町郡消費生活センター
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●前橋市消費生活センター
●高崎市消費生活センター
●桐生市消費生活センター
●伊勢崎市消費生活センター
●太田市消費生活センター
●沼田市消費生活センター
●館林市消費生活センター
●渋川市消費生活センター
●藤岡市消費生活センター
●富岡市消費生活センター

☎027-898-1755
☎027-327-5155
☎0277-40-1112
☎0270-20-7300
☎0276-30-2220
☎0278-20-1500
☎0276-72-9002
☎0279-22-2325
☎0274-20-1133
☎0274-63-6066

●安中市消費生活センター
●みどり市消費生活センター
●甘楽町消費生活センター
●玉村町消費生活センター
●板倉町消費生活センター
●明和町消費生活センター
●大泉町消費生活センター
●邑楽町消費生活センター
●吾妻郡消費生活センター

☎027-382-2228
☎0277-76-0987
☎0274-74-3306
☎0270-20-4020
☎0276-82-7830
☎0276-84-3299
☎0276-63-3511
☎0276-47-5047
☎0279-75-1166



電話番号が

わからない時は

どうするの？
↓

消費者ホットライン
１８８

に電話しましょう

11消費者庁イラスト集より



消費者ホットライン 局番なし ☎１８８

自動音声で、最寄りの
消費生活センターをご案内します。
※「お住まいの郵便番号」の入力
を案内しますが、分からないとき
はそのままお待ちください。

覚えてください ☎１８８ （イヤヤ）

消費生活相談専用ダイヤル
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【解説】
１４ 消費生活センターに相談してみよう
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①2～6頁 「消費生活センターに相談する練習をしてみよう」

若者は携帯電話の普及で、電話で知らない人と話をするという経験がほとんどない人
が多く、電話で消費生活センターに相談することは『怖い、難しい』と思う人が多いとい
われています。
相談事例で取り上げた内容等の被害者になったつもりで、消費生活センターに相談
電話したら、どんなやりとりをするのか、疑似体験して、電話相談は怖くない、難しくない
と思って欲しいと、作成しました。
相談を受ける中で、どのように勧誘されたかと相談者に聞いても、「ネットに書いてあっ
たことと同じ」と答えるだけで、自分の言葉で状況を伝えることができない人が多いと感じ
ています。
相談事例を活用して、トラブルに遭った状況を自分の言葉で説明する練習をしましょう。
また、ロールプレイを通して、契約の取り消しができるか否か、その理由を考えることにも
活用できるのではないかと思います。

②7頁 「相談する前に準備しよう」

契約年月日、契約内容、契約金額、支払額、支払方法、事業者名、契約したときの勧
誘方法や経緯によって助言内容や対応方法が異なるため、手元にある資料はできるだ
け用意してください。
ただし、時間が経過することにより、対応が難しくなる恐れもあります。資料の準備がす
ぐできない場合は、早期相談を優先してください。



⑤12頁 「消費者ホットライン１８８」

相談は無料ですが、通話料は相談者の負担となります。「１８８」の場合、ナビダイヤル
の料金が発生するので、お住まいの地域の消費生活センターに直接電話した方が通
話料が安い場合もあります。

③8～9頁 「ネットで検索した相談機関に相談すると、高額な費用請求」

ネット検索で上位に表示された機関が公の機関とは限りません。消費生活センターで
あれば相談無料ですが、民間の場合は相談料や調査費用などが発生するため、その
請求が高額だという相談も多くなっています。「消費生活センター」に似た名称を使って
いる場合もあるので、注意しましょう。

④11頁 「お住まいの地域の消費生活センター」

「消費生活センター」は、県や市町村が住民のために設置しているものです。出掛け
た先や相手事業者の所在地ではなく、消費者の住んでいる市町村を管轄している消費
生活センターに相談してください。
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